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告
　
示

◯
県
議
会
定
例
会
の
招
集
（
九
五
六
・
財
政
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

◯
結
核
予
防
法
に
よ
る
医
療
機
関
の
指
定
（
九
五
七
・
湯
沢
保
健
所
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

◯
公
共
測
量
実
施
の
通
知
（
九
五
八
・
建
設
管
理
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

公
　
告

◯
特
定
調
達
契
約
に
係
る
落
札
者
の
決
定
（
秋
田
県
立
大
学
事
務
局
本
荘
事
務
室
）
…
…
…
…
…
１

◯
土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任
の
届
出
（
平
鹿
地
域
振
興
局
農
林
部
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２

◯
県
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
処
分
（
北
秋
田
地
域
振
興
局
農
林
部
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２

◯
特
定
調
達
契
約
に
係
る
落
札
者
の
決
定
（
管
財
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

◯
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
〇
分
の
一
の
数
及
び
三
分
の
一
の
数
（
一
六
〇
）
…
…
…
…
３

◯
各
選
挙
区
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
（
一
六
一
）
…
…
…
…
…
３

監
査
委
員
公
告

◯
監
査
結
果
の
公
表
（
一
二
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３

企
業
局
告
示

◯
男
鹿
桜
島
荘
の
使
用
料
徴
収
事
務
の
一
部
委
託
の
廃
止
（
一
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
４

秋
田
県
告
示
第
九
百
五
十
六
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
百
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成

十
五
年
十
二
月
二
日
に
、
秋
田
県
議
会
定
例
会
を
秋
田
市
に
招
集
す
る
。

平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
五
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

秋
田
県
告
示
第
九
百
五
十
七
号

結
核
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
九
十
六
号
）
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
指
定
し
た
の
で
、
結
核
予
防
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令

第
百
四
十
二
号
）
第
二
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
五
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

秋
田
県
告
示
第
九
百
五
十
八
号

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
横
手
市
長
か
ら
公
共
測
量
実
施
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、

同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
示
す
る
。

平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
五
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
作
業
の
種
類

公
共
測
量
（
出
来
形
測
量
の
た
め
の
基
本
測
量
）

二
　
作
業
を
行
う
地
域

横
手
市
駅
西
地
区

三
　
作
業
を
行
う
期
間

平
成
十
五
年
十
一
月
十
日
か
ら
平
成
十
六
年
三
月
十
九
日
ま
で

特
定
調
達
契
約
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、
地
方
公
共
団
体

の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）

第
十
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
示
す
る
。

平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
五
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
随
意
契
約
に
係
る
特
定
役
務
の
名
称
及
び
数
量

Ｗ
ｅ
ｂ
ブ
ラ
ウ
ザ
に
よ
る
経
済
・
経
営
デ
ー
タ
検
索
シ
ス
テ
ム
　
一
式

１

告
　
　
　
　
　
　
示

ペ
ー
ジ

名
　
　
　
称

医
療
法
人
仁
恵
会

佐
藤
病
院

所
　
　
　
在
　
　
　
地

湯
沢
市
愛
宕
町
一
丁
目
八
番
十
号

指

定

年

月

日

平
成
十
五
年
十
一
月
十
二
日

公
　
　
　
　
　
　
告
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二
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

秋
田
県
立
大
学
事
務
局
本
荘
事
務
室
　
本
荘
市
土
谷
字
海
老
ノ
口
八
十
四
―
四

三
　
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

平
成
十
五
年
十
一
月
十
一
日

四
　
随
意
契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
住
所

日
経
Ｑ
Ｕ
Ｉ
Ｃ
Ｋ
情
報
株
式
会
社
　
代
表
取
締
役
社
長
　
藤
　
崎
　
重
　
隆

東
京
都
千
代
田
区
大
手
町
一
丁
目
九
番
五
号

五
　
随
意
契
約
に
係
る
契
約
金
額

五
千
九
百
五
十
五
万
六
千
円

六
　
随
意
契
約
の
理
由

本
シ
ス
テ
ム
は
Ｎ
Ｅ
Ｅ
Ｄ
Ｓ
―
Ｍ
Ｔ
デ
ー
タ
を
Ｆ
Ａ
Ｍ
Ｅ
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス

テ
ム
で
管
理
し
、
Ｗ
ｅ
ｂ
ブ
ラ
ウ
ザ
か
ら
検
索
を
行
う
も
の
で
あ
り
著
作
権
等
の
関
係
か
ら
単
独

随
意
契
約
と
し
た
。

（
注
）
特
定
役
務
に
係
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
場
合
に
限
る
。

随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
七
十
二
日
以
内
に
公
告
す
る
こ

と
。

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
山

城
水
系
土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
の
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
五
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

退
任
理
事
の
住
所
及
び
氏
名

平
鹿
郡
大
森
町
板
井
田
字
上
三
ツ
屋
百
三
十
四
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伊
　
藤
　
義
　
久

平
成
十
五
年
十
一
月
十
八
日
県
営
土
地
改
良
事
業
（
合
地
地
区
ほ
場
整
備
事
業
（
担
い
手
育

成
型
）
）
の
換
地
処
分
を
し
た
の
で
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八

十
九
条
の
二
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
五
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

特
定
調
達
契
約
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
の
で
、
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又

は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
第
十
一
条

の
規
定
に
基
づ
き
、
公
示
す
る
。

平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
五
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
（一）

落
札
に
係
る
物
品
の
名
称
及
び
数
量

小
型
四
輪
貨
物
自
動
車
（
バ
ン
型
）

八
台

（二）

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

出
納
局
管
財
課
　
秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号

（三）

落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
十
五
年
十
一
月
四
日

（四）

落
札
者
の
名
称
及
び
住
所

株
式
会
社
日
産
サ
テ
ィ
オ
秋
田
　
秋
田
市
寺
内
字
イ
サ
ノ
四
十
四
―
一

（五）

落
札
金
額

一
千
百
八
万
八
千
円

（六）

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

（七）

一
般
競
争
入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

平
成
十
五
年
九
月
十
六
日

二
（一）

落
札
に
係
る
物
品
の
名
称
及
び
数
量

小
型
四
輪
貨
物
自
動
車
（
バ
ン
型
）

二
台

（二）

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

出
納
局
管
財
課
　
秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号

（三）

落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
十
五
年
十
一
月
四
日

（四）

落
札
者
の
名
称
及
び
住
所

ト
ヨ
タ
カ
ロ
ー
ラ
秋
田
株
式
会
社
　
秋
田
市
寺
内
字
神
屋
敷
二
百
九
十
五
―
三
十
七

（五）

落
札
金
額

二
百
九
十
三
万
二
千
二
十
円

（六）

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

（七）

一
般
競
争
入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

平
成
十
五
年
十
月
三
日

三
（一）

落
札
に
係
る
物
品
の
名
称
及
び
数
量

小
型
四
輪
乗
用
車
（
ワ
ゴ
ン
型
）

二
台

（二）

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

出
納
局
管
財
課
　
秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号

（三）

落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
十
五
年
十
一
月
四
日

（四）

落
札
者
の
名
称
及
び
住
所

２
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秋
田
日
産
自
動
車
株
式
会
社
　
秋
田
市
八
橋
鯲
沼
町
一
―
五
十
九

（五）

落
札
金
額

四
百
三
十
万
五
千
円

（六）

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

（七）

一
般
競
争
入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

平
成
十
五
年
十
月
三
日

四
（一）

落
札
に
係
る
物
品
の
名
称
及
び
数
量

小
型
四
輪
貨
物
自
動
車
（
バ
ン
型
）

六
台

（二）

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

出
納
局
管
財
課
　
秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号

（三）

落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
十
五
年
十
一
月
七
日

（四）

落
札
者
の
名
称
及
び
住
所

羽
後
日
産
モ
ー
タ
ー
株
式
会
社
　
秋
田
市
保
戸
野
鉄
砲
町
十
三
―
二

（五）

落
札
金
額

八
百
三
十
七
万
九
千
円

（六）

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

（七）

一
般
競
争
入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

平
成
十
五
年
十
月
七
日

秋
選
管
告
示
第
百
六
十
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
四
条
、
第
七
十
五
条
、
第
七
十
六
条
、

第
八
十
一
条
及
び
第
八
十
六
条
並
び
に
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三

十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一

の
数
及
び
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
超
え
る
数
に

六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
）
は
、

次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
五
日

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
加
　
藤
　
　
　
堯
　

五
十
分
の
一
の
数
　
　
一
九
、
三
三
九

三
分
の
一
の
数
（
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
超
え

る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た

数
）

二
二
七
、
八
二
五

秋
選
管
告
示
第
百
六
十
一
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
八
十
条
の
規
定
に
よ
る
選
挙
区
に
お
け
る

選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

そ
の
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算

し
て
得
た
数
）
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
五
日

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
加
　
藤
　
　
　
堯
　

選
挙
区
別

秋
田
市
　
　
　
　
八
四
、
五
一
四

能
代
市
　
　
　
　
一
四
、
七
六
三

横
手
市
　
　
　
　
一
〇
、
九
三
八

大
館
市
　
　
　
　
一
八
、
一
八
一

本
荘
市
　
　
　
　
一
二
、
一
五
〇

男
鹿
市
　
　
　
　
　
八
、
四
二
九

湯
沢
市
　
　
　
　
　
九
、
三
九
五

大
曲
市
　
　
　
　
一
〇
、
六
八
四

鹿
角
市
鹿
角
郡
　
一
二
、
六
七
八

北
秋
田
郡
　
　
　
一
八
、
〇
九
八

山
本
郡
　
　
　
　
一
三
、
四
一
二

南
秋
田
郡
　
　
　
一
九
、
八
九
二

河
辺
郡
　
　
　
　
　
五
、
二
二
二

由
利
郡
　
　
　
　
二
〇
、
九
二
六

仙
北
郡
　
　
　
　
三
一
、
八
六
四

平
鹿
郡
　
　
　
　
一
八
、
五
七
七

雄
勝
郡
　
　
　
　
一
二
、
五
九
七

３

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

監

査

委

員

公

告

監
査
結
果
公
告
第
1
2
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
2
2
年
法
律
第
6
7
号
）
第
1
9
9
条
第
４
項
の
規
定
に
よ
る
監
査
を
執
行
し
、

そ
の
結
果
を
秋
田
県
知
事
に
報
告
し
た
と
こ
ろ
、
次
の
と
お
り
当
該
監
査
の
結
果
に
基
づ
き
講
じ
た

措
置
に
つ
い
て
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
1
2
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
表
す
る
。
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秋
田
県
企
業
局
告
示
第
一
号

男
鹿
桜
島
荘
の
使
用
料
徴
収
事
務
の
一
部
委
託
（
昭
和
五
十
四
年
秋
田
県
企
業
局
告
示
第
一
号
）

は
、
廃
止
す
る
。

こ
の
告
示
は
、
平
成
十
六
年
一
月
一
日
か
ら
効
力
を
生
ず
る
も
の
と
す
る
。

平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
五
日

秋
田
県
公
営
企
業
管
理
者
　
根
津
谷
　
禮
　
蔵
　

４

（
指
摘
事
項
）

未
収
金
の
回
収
に
一
層
努
め
る
こ
と
。

（
措
置
事
項
）

未
収
金
の
収
納
管
理
に
つ
い
て
、
「
秋
田
県
立
脳
血
管
研
究
セ
ン
タ
ー
病
院
事
業
未
収

金
取
扱
要
領
」
に
よ
り
、
未
納
通
知
書
、
督
促
・
催
告
状
の
発
行
、
電
話
で
の
督
促
な
ど

に
よ
り
今
後
も
一
層
未
収
金
の
回
収
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

（
指
摘
事
項
）

未
収
金
の
回
収
に
一
層
努
め
る
こ
と
。

（
措
置
事
項
）

未
収
金
の
収
納
管
理
に
つ
い
て
、
「
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
・
精
神
医
療
セ
ン
タ
ー
未

収
金
取
扱
要
領
」
に
よ
り
、
未
納
通
知
書
、
督
促
・
催
告
状
の
発
行
、
電
話
で
の
督
促
な

ど
に
よ
り
今
後
も
一
層
未
収
金
の
回
収
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

監
査
年
月
日

監
査
箇
所
名

脳
血
管
研
究
セ
ン
タ
ー

平
成
1
5
年

７
月
1
1
日
､1
4
日

監
査
年
月
日

監
査
箇
所
名

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
・
精
神
医

療
セ
ン
タ
ー

平
成
1
5
年

７
月
1
1
日
､1
4
日

平
成
1
5
年
1
1
月
2
5
日

秋
田
県
監
査
委
員
　
安
　
　
　
正
　
義
　

秋
田
県
監
査
委
員
　
菅
　
原
　
龍
　
典

秋
田
県
監
査
委
員
　
山
　
田
　
昭
　
郎

秋
田
県
監
査
委
員
　
小
　
玉
　
和
　
夫

財
　
―
―
　
6
4
8

平
成
1
5
年
1
1
月
５
日

秋
田
県
監
査
委
員
　
様
　

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

監
査
の
結
果
に
基
づ
き
講
じ
た
措
置
に
つ
い
て
（
通
知
）

平
成
1
5
年
９
月
1
1
日
付
け
監
委
－
4
8
0
で
通
知
の
あ
っ
た
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
別
紙
の
と
お

り
提
出
し
ま
す
。

別
紙

企
　
業
　
局
　
告
　
示

発

行

者

秋

田
　
　
県

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号

購
読
料
金

一
月
三
千
五
百
円

秋
田
市
山
王
七
丁
目
五
番
二
十
九
号

印
　
刷
　
所

株
式
会
社
　
松
　
原
　
印
　
刷
　
社

電
話

八
七
六
六

F
A
X

〇
〇
〇
五

秋
田
市
山
王
七
丁
目
五
番
二
十
九
号

印
　
刷
　
者

松
　
　
原
　
　
繁
　
　
雄

（863）

（862）

E
-m
ail:m

atsu
b
ara@

m
atsu
b
arain
satsu
.co
.jp

古紙配合率100％


